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管理業務出 荷▶引取り▶入 荷 ▶作業フロー解説

1  指定引取場所での引取り1  指定引取場所での引取り

1.1  指定引取場所の業務フロー

製造業者等は、家電リサイクル法で定められた「引取義
務（自らが製造等した家電４品目が廃棄物となったものを
指定引取場所で引き取る義務）」および「再商品化等実施

義務（引き取った廃家電４品目の再商品化等を実施する義
務）」を果たすため、さまざまな取組を行っています。
本章では、製造業者等の取組を具体的に紹介します。

指定引取場所は、廃家電４品目の引取りや保管、家電リ
サイクル券センター（ＲＫＣ）への引取データ送信、指定
引取場所から家電リサイクルプラントまで運搬する二次物

流業者への引渡しを主な業務としています。以下、指定引
取場所の業務フローを紹介します。

● 家電リサイクルの指定引取場所は、月曜～土曜の
9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00 を標準の
営業日・受付時間としています。
（指定引取場所によっては営業日・受付時間が異な
る場合があります）

図表Ⅲ－ 1   指定引取場所の業務フロー 

入荷                                                        
● 指定引取場所は、月曜～土曜の 9：00 ～12：00、13：00 ～17：00
を標準の営業日・受付時間としています。
（指定引取場所によっては営業日・受付時間が異なる場合があります。）

荷降ろし                                                  
● 持ち込まれた廃家電４品目の荷降ろしは率先してお手伝いし、でき
るだけ持込者をお待たせしないように心掛けています。

受付                                                        
● 持ち込まれた廃家電４品目と一緒に家電リサイクル券も受け取りま
す。これにより、排出者からの引取りと家電リサイクルプラントへ
の引渡しを確実にします。

● 排出者は家電リサイクル券の「お問合せ管理票番号」から自身が排出
した廃家電4品目が適正にリサイクル処理されたかどうかを知ること
ができます。

製造業者等の取組
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異物確認                                                  
● 持ち込まれた廃家電４品目にごみ等の異物が混入していないか確認
します。異物はリサイクルの対象外ですので、見つかった場合は持
込者に引き取っていただきます。

主な異物の例  •冷蔵庫の中の食品類・洗濯機の中の衣類　
       •生活ごみや小物家電等  •その他、現金、注射器、服用薬等
  

是正処理                                                  
● 検品で家電リサイクル券に記載の情報と現物が異なっていた場合は、
是正処理を行います（是正処理とは家電リサイクル券に記載の情報
を正しい情報に修正すること）。是正内容は持込者と一緒に確認し、
確認欄に署名をお願いします。

受　領                                                   
● 検品（家電リサイクル券と現物の照合）に問題が無ければ家電リサ
イクル券の「小売業者回付片」、「指定引取場所控片」に受領印を押
印し、「小売業者回付片」を持込者へお渡しします。

●「指定引取場所控片」は施錠できる場所に３年間保存する必要があり
ます。

検品                                                        
● 家電リサイクル券に記載の品目・メーカー名・大小区分が、現品と合っ
ているか照合します。
郵便局券（料金郵便局振込方式）の場合、郵便局領収印・金額・振
替払込受付証明書の有無も確認します。

● 取扱量の多い指定引取場所では、無線機等を使い、現場から事務所
に現物の品目・メーカー名・大小区分を連絡し、事務所で家電リサ
イクル券に書かれた情報と合致しているか確認しています。

指定引取場所での引取り

食 品 包 丁 注射器

異物の例異物の例
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コンテナ積込み                                       
● A/Bグループ別および品目別にコンテナに積込みを行っています。
物流効率を上げるため、より多くの廃家電４品目をコンテナに積み
込めるよう手作業にて行っています。

車両への積込み                                        
● 仕向け地別に手配された車両に、フォークリフトでコンテナを積み
込みます。積込みに際しては、周囲の安全確認に配慮しながら慎重
に行っています。

出荷                                                        
● Aグループの廃家電４品目はAグループの、Bグループの廃家電４
品目は Bグループの家電リサイクルプラントへ出荷されます。家電
リサイクルプラントでコンテナを降ろした後、空のコンテナを指定
引取場所に持ち帰ります。

引取登録                                                                                                
❶ 引き取った廃家電４品目の家電リサイクル券情報（メーカー、品目、大小区分）
を家電リサイクル券システムに入力します。

❷ 引き取った廃家電４品目の家電リサイ
クル券を、積載したコンテナごとにま
とめます。

❸ ❶の家電リサイクル券情報を基に、コン
テナごとの送り状データを作成します。

❹ 送り状とコンテナの準備ができたら
二次物流の配車を手配します。

電源コード・洗濯機ホース切断                  
● 積込作業や荷降ろし作業時に、コード類の引掛りによるトラブルを
防ぐため、電源コードや洗濯機のホースを切断しています。切断し
た電源コードや洗濯機のホースはA/B グループ別に仕分けしてそれ
ぞれの家電リサイクルプラントへ出荷しています。

Ⅲ章　製造業者等の取組
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保存                                                      
● 家電リサイクル券は、３年間保存することが法律で定められていま
す。指定引取場所では施錠できる場所に３年以上保存しています。
３年以上経過したものは、段ボール箱ごと溶解処理を行い、個人情
報の流出等が無いよう管理しています。

場内警備                                                
● 引き取った廃家電４品目は盗難に遭わないよう施錠できる倉庫内に
保存したり、場内入口に監視装置（カメラ・センサー等）等を設置
するなど複数の対策を講じています。

在庫確認                                                  
● 引取当日に家電リサイクルプラントに出荷できなかった廃家電４品
目は在庫となりますが、作業終了後に在庫数量とリサイクル券を照
合し、引取りと出荷に間違いが無かったか確認しています。
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リサイクル実績指定引取場所での引取り


